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第３次学校安全の推進に関する計画について（通知） 
 
 日頃、児童生徒に対する交通安全教育の推進について、御尽力いただき感謝を申し上

げます。 
 標記について、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長から、

別添（写）のとおり周知がありました。 
 本計画は，学校保健安全法に基づき，各学校における安全に係る取組を総合的かつ効

果的に推進するため，令和４年度から令和８年度までの５年間の計画として国が策定し

たものです。 
 ついては、別紙「第３次学校安全の推進に関する計画」の趣旨を踏まえ、学校安全に

係る指導計画の見直し等、児童生徒に対する安全教育及び安全管理の一層の推進につき

まして御配意くださるようお願いいたします。 
 なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下小・中学校及び義務教育学校に周

知いただきますようお願いいたします。 
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第３ 次学校安全の推進に関する 計画について（ 周知）  

 

 

こ のたび， 別添のと おり ， 「 第３ 次学校安全の推進に関する 計画」 が令和４ 年３ 月２

５ 日に閣議決定さ れま し たので， お知ら せし ま す。  

本計画は， 学校保健安全法に基づき ， 各学校における 安全に係る 取組を 総合的かつ効

果的に推進する ため， 令和４ 年度から 令和８ 年度ま での５ 年間の計画と し て国が策定す

る も のです。 地方公共団体は， 同法において， 計画の策定その他の国が講ずる 措置を 踏

ま え， 国が講ずる 措置に準じ た措置を 講ずる よ う 努める こ と と さ れている こ と から ， こ

の趣旨を 御理解の上， 各地方公共団体における 計画の策定等， 適切な対応を お願いし ま

す。  

 つき ま し ては， 各都道府県・ 指定都市教育委員会教育長及び各都道府県知事・ 指定都

市・ 中核市市長におかれては域内の市区町村教育委員会， 所管又は所轄の学校（ 幼保連

携型認定こ ど も 園及び専修学校を 含む。 以下同じ 。 ） 及び学校法人等に対し ， 附属学校

を 置く 国公立大学法人におかれては管下の学校に対し ， 構造改革特別区域法第 12 条第

１ 項の認定を 受けた地方公共団体におかれては所轄の学校に対し ， 厚生労働省医政局長

及び社会・ 援護局長におかれては所管の学校に対し ， 周知を 図る と と も に， 学校安全に

関する 取組の推進に御尽力願いま す。  

 

※「 第３ 次学校安全の推進に関する 計画」 の全文は， 以下のＵ Ｒ Ｌ に掲載し ていま すの

で， 御確認く ださ い。  

 文部科学省ホームページ 
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はじ めに 

 

我が国は、 近い将来に発生が懸念さ れている 首都直下地震や南海ト ラ フ 巨大地震、

激甚化・ 頻発化する 豪雨、台風など の計り 知れない自然災害のリ ス ク に直面し ている 。

ま た、 学校における 活動中の事故や登下校中における 事件・ 事故、 Ｓ Ｎ Ｓ の利用によ

る 犯罪など 子供の安全を 脅かす様々な事案も 次々と 顕在化し ている 。  

こ のよ う な中、 学校は、 児童生徒等が集い、 人と 人と の触れ合いによ り 、 人格の形

成がなさ れる 場であり 、 児童生徒等が生き 生き と 活動し 、 安心し て学べる よ う にする

ためには、 児童生徒等の安全の確保が保障さ れる こ と が不可欠の前提である 。  

ま た、 児童生徒等は守ら れる べき 対象である こ と にと ど ま ら ず、 学校教育活動全体

を 通じ 、自ら の安全を 確保する こ と のでき る 基礎的な資質・ 能力を 継続的に身に付け、

自ら 進んで安全で安心な社会づく り に参加し 貢献でき る よ う になる こ と が求めら れ

る 。  

こ のため、 今後５ 年間（ 令和４ 年度から 令和８ 年度） における 学校安全に係る 基本

的方向性と 具体的な方策を示す「 第３ 次学校安全の推進に関する 計画」 を 策定し 、 各

学校における 安全に係る 取組を 総合的かつ効果的に推進する 。 本計画に基づき 、 安全

で安心な学校環境の整備や、 組織的な取組を 一層充実さ せる と と も に、 安全教育を通

じ 、 児童生徒等に、 いかなる 状況下でも 自ら の命を 守り 抜き 、 安全で安心な生活や社

会を 実現する ために自ら 適切に判断し 主体的に行動する 態度の育成を 図る こ と が重

要である 。  

言う ま でも なく 安全に対する 取組は全ての世代において行われる べき である が、学

校安全の取組は、 安全に関する 資質・ 能力を身に付けた児童生徒等が将来社会人と な

り 、 様々な場面で活躍する こ と を 通じ て、 社会全体の安全意識の向上や安全で安心な

社会づく り に寄与する と いう 点で極めて重要な意義がある 。  

子供が心身と も に健やかに育つこ と は、 国や地域を 問わず、 時代を 越えて、 全ての

人々の願いである 。 本計画を踏ま え、 関係者や関係機関が全力で学校安全の取組を実

施し 、 安心で安全な学校づく り 、 社会づく り を 推進する べき である 。  
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Ⅰ 総論 

学校安全の活動は、「 生活安全1」、「 交通安全2」、「 災害安全3」 の各領域を 通じ て、

自ら 安全に行動し たり 、他の人や社会の安全のために貢献し たり でき る よ う にする こ

と を目指す「 安全教育」、児童生徒等を取り 巻く 環境を 安全に整える こ と を 目指す「 安

全管理」、こ れら の活動を 円滑に進める ための「 組織活動」 と いう ３ つの主要な活動か

ら 構成さ れている 。  

特に、 組織活動については、 安全教育と 安全管理を 相互に関連付ける も のである と

と も に、 校内体制の構築のみなら ず、 学校安全に関わる 活動の担い手と なり う る 学校

外の多様な主体と の連携が求めら れる も のである 。  

 

１ ． こ れま での取組と 課題 

（ １ ） こ れま での取組 

平成 20 年の学校保健法の一部改正によ り 学校保健安全法4が成立し 、国は、平成 24

年度から の５ 年間を 計画期間と する「 学校安全の推進に関する 計画」（ 以下、「 第１ 次

計画」 と いう 。）、 平成 29 年度から の５ 年間を 計画期間と する 「 第２ 次学校安全の推

進に関する 計画」（ 以下、「 第２ 次計画」 と いう 。） を策定し 、 学校安全の推進に取り 組

んでき た。  

第１ 次計画の計画期間（ 平成 24 年度から 平成 28 年度） 中には、 東日本大震災の教

訓を踏ま えて、児童生徒等が主体的に行動する 態度を 育成する こ と の重要性が改めて

認識さ れ、 学校教育活動全体を 通じ た実践的な安全教育が推進さ れる と と も に、 自然

災害によ る 被害を 防ぐ ために地域の特性を 踏ま えた学校施設の整備や防災マニュ ア

ルの整備等の対策が推進さ れた。 ま た、 教育活動中の事故防止や不審者侵入等に対応

し た危機管理マニュ アル及び防犯設備の整備と 訓練の実施、 通学・ 通園中の交通事故

や犯罪被害を 防止する ための安全点検や見守り 活動等、各種の安全上の課題に応じ た

対策が推進さ れた。 さ ら に、 学校安全に係る 取組全般において、 外部の専門家や関係

機関の専門的知見を 取り 入れ、一層の取組改善を行う と いった先進的な取組が進めら

れた。  

第２ 次計画の計画期間中（ 平成 29 年度から 令和３ 年度） には、 児童生徒等の様々

な安全上の課題に対し 、 管理職のリ ーダーシッ プの下、 組織的な体制を整備し 、 学校

教育活動全体を通じ た取組を 実施する と と も に、 その取組を 評価・ 検証し 、 学校安全

計画や危機管理マニュ アル等の改善を 図り ながら 、 学校安全を 推進する こ と と し た。

安全教育では、学習指導要領の改訂を踏ま え、 カリ キュ ラ ム・ マネジメ ント 5の確立を

通し て、 系統的・ 体系的で実践的な安全教育を推進する こ と と さ れた。 ま た、 安全管

 
1 学校・ 家庭など 日常生活で起こ る 事件・ 事故を取り 扱う 。 誘拐や傷害などの犯罪被害防止も 含ま れる 。  
2 様々な交通場面における 危険と 安全、 事故防止が含ま れる 。  
3 防災と 同義。 地震・ 津波災害、 火山災害、 風水（ 雪） 害等の災害に加え、 火災や原子力災害も 含ま れる 。  
4 昭和 33 年法律第 56 号 
5 新学習指導要領においては、 各学校において児童生徒や学校、 地域の実態を 適切に把握し 、 教育の目的や目標の実現に必要

な教育の内容等を 教科等横断的な視点で組み立てていく こ と 、 教育課程の実施状況を 評価し てその改善を 図っていく こ と 、

教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を 確保する と と も にその改善を図っ ていく こ と などを 通し て、 教育課程に基づ

き 組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を 図っ ていく こ と （ カリ キュ ラ ム・ マネジメ ント ） に努める も のと し て

いる 。  
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理においては、 定期的な学校施設・ 設備の安全点検、 防犯・ 交通安全・ 防災の視点か

ら 通学・ 通園路の安全点検を 行う と と も に、事故等の未然防止や発生後の調査・ 検証、

再発防止のための取組・ 充実を 図っ た。 さ ら に、 安全上の課題が複雑化・ 多様化する

中で、 家庭・ 地域・ 関係機関等と の連携・ 協働が一層推進さ れた。  

 

（ ２ ） 第３ 次学校安全の推進に関する 計画策定に向けた課題 

一方、 令和４ 年度から の５ 年間を計画期間と する「 第３ 次学校安全の推進に関する

計画」（ 以下、「 第３ 次計画」 と いう 。） の策定に向けた課題と し て、 様々な計画やマニ

ュ アルが整備さ れつつも 必ずし も 実効的な取組に結びついていないこ と 、 地域、 学校

設置者、 学校、 教職員の学校安全の取組内容や意識に差がある こ と 、 東日本大震災の

記憶を 風化さ せる こ と なく 今後発生が懸念さ れる 大規模災害に備えた実践的な防災

教育を 全国的に進めていく 必要がある こ と 、学校安全の中核と なる 教職員の位置付け

及び研修の充実について学校現場の実態が追い付いていないこ と 、様々なデータ や研

究成果が学校現場で実際に活用さ れていないこ と 、計画自体のフ ォ ロ ーアッ プが不十

分なため十分に進捗が図ら れていない事項がある こ と など が指摘さ れている 。  

こ のため、 学校及び学校設置者において取組がよ り 実効的なも のと なる よ う 、 学校

安全計画・ 危機管理マニュ アルを見直すサイ ク ルの構築を 全国的に推進する と と も に、

必要な施策を 実効的に進める ための国の施策の充実、計画における 主要な指標の設定

や進捗管理の改善に取り 組ま なければなら ない。  

ま た、 児童生徒等の通学時に発生する 事件・ 事故など 、 学校の努力だけでは防止で

き ない事案も 発生し ている 。 過去の悲し い事件・ 事故・ 災害被害等の経験を 繰り 返さ

ないためにも 、 こ れま での知見を 今後の学校安全の取組に活かすこ と はも と よ り 、 子

供の視点にも 立ちながら 、 学校外の専門的な知見や地域から の協力を得て、 学校安全

に関わる 取組に反映し ていく こ と が求めら れる 。教育行政の関係者はも ちろんのこ と 、

児童生徒等が被害を 受ける 事件・ 事故・ 災害を 減ら すための地域によ る 努力が必要で

あり 、国、地方公共団体、学校設置者のみなら ず、警察・ 消防、気象台等の関係機関、

PTA・ 自治会、 地域のボラ ンティ アなど 、 学校安全の各領域に関わる 多様な主体と 学

校と の協働を 継続的に進めていかなければなら ない。  

こ れま で行われてき た安全教育、 安全管理、 組織活動の取組によ り 、 学校の教職員

が事件・ 事故の発生に備えた訓練や研修の成果を 活かし 、 児童生徒等に対する 被害を

未然に防ぐ 行動を と れたケース も 存在する 。全国的に学校安全の取組の質の向上を 図

る 重要性・ 必要性は今後も 変わる こ と はなく 、 引き 続き 、 国は、 地方公共団体や学校

設置者と 連携・ 協力の下、 各学校が学校安全に取り 組みやすく なる よ う 支援し ていく

こ と が必要である 。  

 

２ ． 施策の基本的な方向性 

 こ れま での取組や課題を踏ま え、第３ 次計画期間において取り 組むべき 施策の基本

的な方向性は以下のと おり と する 。  
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○ 学校安全計画・ 危機管理マニュ アルを 見直すサイ ク ルを 構築し 、 学校安全の実効

性を 高める  

○ 地域の多様な主体と 密接に連携・ 協働し 、 子供の視点を加えた安全対策を推進す

る  

○ 全ての学校における 実践的・ 実効的な安全教育を 推進する  

○ 地域の災害リ ス ク を 踏ま えた実践的な防災教育・ 訓練を実施する  

○ 事故情報や学校の取組状況など データ を活用し 学校安全を 「 見える 化」 する  

○ 学校安全に関する 意識の向上を 図る （ 学校における 安全文化の醸成）  

 

（ 目指す姿）  

基本的な方向性に基づき 、 Ⅱに掲げる 施策を実施する こ と によ り 、 第３ 次計画の計

画期間において目指す姿は以下のと おり と する 。  

○全ての児童生徒等が、 自ら 適切に判断し 、 主体的に行動でき る よ う 、 安全に関す

る 資質・ 能力を身に付ける こ と  

○学校管理下における 児童生徒等の死亡事故の発生件数について限り なく ゼロ に

する こ と  

○学校管理下における 児童生徒等の負傷・ 疾病の発生率について障害や重度の負傷

を 伴う 事故を 中心に減少さ せる こ と  

 

＜主要指標＞ 

・ 学校管理下での重大事故件数 

・ 学校管理下での負傷・ 疾病の発生件数、 発生率 

 

Ⅱ 学校安全を 推進する ための方策 

学校安全に関する 組織的取組の推進、 家庭、 地域、 関係機関等と の連携・ 協働によ

る 学校安全の推進、 学校における 安全教育の充実、 学校における 安全管理の取組の充

実等に関し 具体的な取組を進める こ と によ り 、学校安全に関する 取組の推進と 学校安

全に関する 社会全体の意識の向上、 すなわち、 学校における 安全文化の醸成を図る も

のと する 。  

 

１ ． 学校安全に関する 組織的取組の推進 

（ １ ） 学校経営における 学校安全の明確な位置付け  

学校安全に関わる 活動を校内全体と し て行う ためには、 安全教育・ 安全管理を 担

当する 教職員にその重要性や進め方が共通理解さ れている こ と が大切である 。校長

のリ ーダーシッ プの下、学校安全計画に基づく 学校全体と し ての活動や適切な役割

分担に基づく 事故・ 災害等発生時の対応ができ る よ う 校内体制が整えら れている 環

境下でなければ、 実効的な取組を 進める こ と は困難である 。  

こ のため、校長が学校安全を学校経営に明確に位置付ける こ と や、学校安全計画

に基づく 組織的・ 計画的な活動を 進めら れる 環境が整えら れる よ う 校内安全委員会
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を設置する こ と 等によ り 、学校安全に関する 適切な役割分担と 共通理解に基づく 対

応ができ る 校内体制を 設ける こ と が重要である 。  

国は、学校設置者等と の連携を 図り 、 各学校における 取組の状況を把握する と と

も に、学校安全が各学校の学校経営に位置付けら れる よ う 周知啓発等の取組を 推進

する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 学校安全を 学校経営に位置付けている 学校数 

・ 学校における 校内体制の整備状況（ 校内安全委員会、 学校安全部など の設置） 

・ 学校評価において、 学校安全に関する 項目を 扱っ ている 学校数 

 

（ ２ ） 学校安全計画に基づく 実践的な取組内容の充実 

全ての学校において、 学校安全計画6を 策定し 、 こ れを 実施し なければなら ない

と さ れており 、 学校安全計画には、 当該学校の施設及び設備の安全点検、 通学を 含

めた学校生活その他の日常生活における 安全に関する 指導、職員の研修、 その他学

校における 安全に関する 事項を記載する こ と と さ れている 。ま た、その立案に当た

っては、 学校医等が参与する こ と と さ れている 7。  

第１ 次計画及び第２ 次計画において、 学校安全計画を 実施する に当たっ て、 内容

や手段、 学校内の取組が適切であったか等定期的に取組状況を 振り 返り 、 点検し 、

次の対策につなげていく こ と が重要であり 、 計画、 実行、 評価、 改善（ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ )サ

イ ク ルを確立し ていく 中で、よ り 効果的な学校安全活動を充実さ せる 必要性が指摘

さ れてき た。  

第３ 次計画期間においては、 セーフ ティ プロ モーショ ン ス ク ール8の考え方を 取

り 入れ、学校医等の積極的な参画を得ながら 、学校種や児童生徒等の発達段階に応

じ た学校安全計画自体の見直し を 含むＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルの確立を 目指す。 国は、全

国的な学校安全の取組の質の向上を 図る ため、各学校の学校安全計画の内容に関し

て学校設置者が定期的に点検・ 指導し 、 改善を加える Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを 確立する

こ と ができ る よ う 、 好事例9等を 収集・ 発信する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 学校安全計画の策定状況 

・ 各学校の学校安全計画の見直し に対する 学校設置者によ る 定期的な点検・ 指導

の状況 

 
6 学校保健安全法第 27 条 
7 学校保健安全法施行規則（ 昭和 33 年文部省令第 18 号） 第 22 条～第 24 条 
8 学校安全に関する 指標（ 組織、 方略、 計画、 実践、 評価、 改善、 共有） に基づいて、 学校安全の推進を 目的と し た中期目

標・ 中期計画（ ３ 年間程度） を 明確に設定し 、 その目標と 計画を 達成する ための組織の整備と S-PDCAS サイ ク ルに基づく

実践と 協働、 さ ら に分析によ る 客観的な根拠に基づいた評価の共有が継続さ れている と 認定さ れた学校を 認証する 取組。  
9 例えば、 学校内でのケガの発生状況のデータ から 、 発生場所や発生時間帯、 受傷部位や受傷程度など を 分析し 、 予防のため

の目標や計画を立て、 保護者等も 参加する 安全点検や児童生徒等の主体的な安全教育等を 実践し 、 明確な根拠に基づいた評

価を 行い、 取組体制や学校安全計画の見直し を 図る 事例など が考えら れる 。  
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・ 学校安全計画について定期的に評価・ 点検し 、 次の対策につなげている 学校数 

 

（ ３ ） 危機管理マニュ アルに基づく 取組内容の充実 

全ての学校において、児童生徒等の安全の確保を 図る ため、 危険等発生時におい

て学校の職員が取る べき 措置の具体的内容及び手順を 定めた危機管理マニュ アル

を作成する こ と と さ れている 。危機管理マニュ アルは、 学校を 取り 巻く 地域の自然

的・ 社会的環境によ って、 児童生徒等や教職員の生命・ 心身に重大な影響を及ぼす

事象を はじ めと し て様々な危機事象が起こ り 得る こ と を 想定し て作成さ れる 必要

がある 。 ま た、 危機管理マニュ アルの作成後は、 学校を 取り 巻く 状況の変化を 踏ま

え、 関係府省庁や自治体の担当部局や研究者等の専門家の協力を得ながら 、学校で

実施し た訓練等の検証結果、 国内外で発生し た事故・ 災害事例の教訓、 先進的な取

組事例など を 基に、 常に実践的なも のと なる よ う 改善を行う 必要がある 。  

国は、 学校が作成し た危機管理マニュ アルについて、「 学校の『 危機管理マニュ

アル』 等の評価・ 見直し ガイ ド ラ イ ン」 等を 活用し た見直し を 学校及び学校設置者

に対し て求める と と も に、外部の有識者等の知見を 加えて見直し を 行う 学校及び学

校設置者の取組を 支援する 。 その際、 国は、 最新の情勢の変化を踏ま え、「 学校の

『 危機管理マニュ アル』 等の評価・ 見直し ガイ ド ラ イ ン」 を適時更新する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 危機管理マニュ アルの策定状況 

・ 各学校の危機管理マニュ アルの見直し に対する 学校設置者によ る 定期的な点

検・ 指導の状況 

・ 災害の種類（ 地震、 津波、 風水害、 土砂災害、 雪害、 火山災害等） 及び学校の

立地（ 浸水想定区域10・ 土砂災害警戒区域11・ 津波災害警戒区域12等） に応じ た

危機管理マニュ アルの策定・ 見直し 状況 

・ 地域の事故等のリ ス ク に応じ た危機管理マニュ アルの策定・ 見直し 状況 

・ 危機管理マニュ アルの策定・ 見直し の際の外部有識者の関与の状況 

・ 事故・ 災害発生後の教育活動の継続に関する 内容の記載状況 

 

（ ４ ） 学校における 人的体制の整備 

学校において、 学校安全計画を 適切に立案し 、 実行し ていく ためには、 校務分掌

において学校安全に係る 業務が位置付けら れる と と も に、当該校務分掌を 担当する

 
10 国土交通大臣又は都道府県知事が指定し た河川等について、 想定最大規模降雨によ り 当該河川が氾濫し た場合に、 浸水が想

定さ れる 洪水浸水想定区域（ 水防法（ 昭和 24 年法律第 193 号） 第 14 条第１ 項及び第２ 項関係）、 都道府県知事又は市町村

長が指定し た排水施設等について、 想定最大規模降雨によ り 当該排水施設に雨水を排除でき なく なった場合又は当該排水施

設から 河川その他の公共の水域若し く は海域に雨水を 排除でき なく なっ た場合に浸水が想定さ れる 雨水出水浸水想定区域

（ 水防法第 14 条の２ 第１ 項及び第２ 項関係）、 都道府県知事が指定し た海岸等について、 想定最大規模の高潮によ り 当該海

岸が氾濫し た場合に、 浸水が想定さ れる 高潮浸水想定区域（ 水防法第 14 条の３ 第１ 項関係）  
11 土砂災害を 防止する ために警戒避難体制を 特に整備すべき 土地の区域（ 土砂災害警戒区域等における 土砂災害防止対策の推

進に関する 法律（ 平成 12 年法律第 57 号） 第 7 条第１ 項関係）  
12 津波によ る 人的災害を 防止する ために警戒避難体制を特に整備すべき 土地の区域（ 津波防災地域づく り に関する 法律（ 平成

23 年法律第 123 号） 第 53 条第１ 項関係）  
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管理職以外の教職員が明確にさ れている こ と が不可欠である 。 他方、学校現場の実

情と し て、 学校安全担当と なっ た教職員が学校安全に関する 知識や経験に乏し く 、

学校安全に関わる 活動の総括や教科等横断的な安全教育の実施を けん引する こ と

が困難な場合も 想定さ れる 。  

地域によ っ ては、学校安全担当の教職員に対する 講習会の開催等によ り 、学校安

全に関わる 意識・ 能力の向上や各学校等の実践活動に活かす取組、 自治体の方針と

し て安全主任等を 置く こ と で校内組織を 整備する 取組が行われている 。こ う し た取

組も 参考と し て、 学校安全の中核を担う 教職員の位置付けを 明確化する と と も に、

各学校における 学校安全計画の内容やそれに基づく 取組の実効性を 全国的に高め

る 必要がある 。  

国は、学校設置者等と 連携を図り 、 各学校における 学校安全の中核を 担う 教職員

の位置付けに関する 実態を把握し 、その結果を 踏ま え、 学校安全の中核を 担う 教職

員が配置さ れる よ う 、 制度上の位置付けを 含め具体的に検討する 。 ま た、 学校安全

の中核を担う 教職員を 対象と し た研修について、オンラ イ ンを 取り 入れた効果的な

研修の充実を 図る 。  

なお、こ う し た人的体制の整備に当たっては、学校における 働き 方改革の観点も

踏ま え、 一部の教職員に業務が偏る こ と のないよ う に十分配慮する 必要がある 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 校務分掌に学校安全の中核を担う 管理職以外の教職員（ 学校安全主任（ 主事）

など ） が位置付けら れている 学校の割合 

・ 学校安全の中核を 担う 教職員に対する 研修の実施状況、 実施体制 

 

（ ５ ） 学校安全に関する 校長・ 教職員の研修及び訓練の充実 

学校保健安全法において、 学校環境の安全の確保は、 校長が必要な措置を講じ る

も のと さ れている 。 児童生徒等の安全の確保のため、 校長の役割は大き く 、 全国的

な学校安全の質の向上に向けては、前述の学校安全の中核を 担う 教職員に対する 研

修のみなら ず、校長を 対象と する 学校安全に関する 研修を 必修と する など 、一層の

充実を 図ら なければなら ない。  

国は、教職員支援機構や各都道府県等と 連携し ながら 、校長及び学校安全の中核

を担う 教職員に対する 学校安全に関する 研修の充実を 図る 。 その際、 国は、 学校に

おいて学校安全計画や危機管理マニュ アルの見直し が実効的に行われる よ う 、最新

の情勢の変化を踏ま えて、学校安全の指導資料の充実を 図る と と も に「 教職員のた

めの学校安全 e-ラ ーニング」 を 適時更新する 。  

学校においては、 教職員支援機構の校内研修向け動画教材、「 教職員のための学

校安全 e-ラ ーニング」、「 学校安全推進のための教職員向け研修・ 訓練実践事例集」

等を 活用し 、 校内研修を 行う こ と を 学校安全計画に位置付け、 実施する 。  

 

＜主要指標＞ 
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・ 校長、 学校安全の中核を担う 教職員に対する 研修の実施状況、 実施体制 

・ 危機管理マニュ アルに基づく 教職員の実践的な訓練の実施状況 

 

（ ６ ） 教員養成における 学校安全の学修の充実 

教員養成においては、 リ ス ク ・ マネジメ ント を含む学校安全について、 児童生徒

等や教職員の生命・ 心身を 脅かす事故・ 災害等に普段から 備え、 様々な場面に対応

でき る 危機管理の知識や視点を備えた人材育成が求めら れる 。現行の教職課程にお

いても 、こ う し た教職に必要な素養を 身に付けさ せる ため、教職課程コ アカリ キュ

ラ ムのう ち、教育の基礎的理解に関する 科目の中で学校安全への対応について扱う

こ と と さ れている 。 し かし ながら 、 大学等の教員養成機関では、 学校安全の３ 領域

全てを 深く 理解する ための十分な学修が確保さ れていない点が懸念さ れている 。  

ま た、教員養成段階においては、学校安全の３ 領域を全て取り 扱う 中で、例えば、

過去に発生し た重大な事件・ 事故・ 災害の事例を 用いて正常性バイ アス など の認知

バイ アス 13や権威勾配14など の心理的な側面についても 学修し 、 学校管理下におい

て類似の事故を発生さ せないため、学校教育活動を 進める 上でど のよ う な危険があ

る のかをイ メ ージでき る 知識や視点を学べる よ う にする 必要がある 。 さ ら に、 防災

教育を 通し て児童生徒等のど のよ う な資質・ 能力を 育むのかと いう 視点を 学生が持

つこ と ができ る よ う 大学等は指導する こ と が望ま し い。  

国は、大学等の教員養成機関に対し 、 学校安全に関する 学修内容を充実する よ う

促す。 上述の心理的な側面等の学修のほか、 例えば、 カリ キュ ラ ム・ マネジメ ント

に関し て学修する 中で学校安全を 題材と し て取り 扱う こ と や、全ての教職を志す学

生に応急救命措置の知識を付けさ せる ため AE D を用いた実習を含む一次救命措置

（ BLS） 15を教育の基礎的理解に関する 科目以外の科目において外部講師を招いて

実施する こ と など を含めた授業科目のプロ グラ ム等を 作成し 、大学等へ具体的に情

報提供し 、 教育課程の内外を 通じ た学校安全の学修の充実を推進する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 教員養成機関における 、 学校安全の取扱状況（ 学校安全の３ 領域、 正常性バイ

アス など の心理的な側面のリ ス ク 要因の取扱い等）  

・ 教員養成機関における 、 Ａ Ｅ Ｄ を用いた実習を 含む一次救命措置（ BLS） の実

施状況 

 
13 自分にと っ て都合の悪い情報を 無視し たり 、 過小評価し たり し てし ま う 「 正常性バイ アス 」 のほか、 周囲にいる 他者に同調

し て避難など の対応が遅れてし ま う 「 集団同調性バイ アス 」、 こ れま での経験が合理的な判断を妨げる 「 経験バイ アス 」 など

が考えら れる 。  
14 権威勾配と は、 職位や経験における 上位者と 下位者の間の権威の差である 。 例えば、 ベテラ ンと 新人の組み合わせで、 ベテ

ラ ンの判断に新人が疑問を 感じ ても それを指摘でき ない雰囲気がある 場合、「 権威勾配が強すぎる （ 又は、 急すぎる ）」 と い

う 。 逆に、 上長と 部下の関係が対等で、 緊急事態でも 上長が果敢な決断を でき ない状態は、「 権威勾配が弱すぎる （ 又は、 緩

すぎる ）」 と 言う 。 安全確保・ 事故防止には適切な権威勾配が必要である 。（「 大川小学校事故検証報告書（ 平成 26 年 2 月）」

よ り ）  
15 一次救命処置（ Basic L i fe Support） は、 心臓や呼吸が止ま ってし ま っ た人を 助ける ために心肺蘇生を 行っ たり 、 AED（ 自

動体外式除細動器） を使っ たり する 緊急の処置のこ と 。 食べ物など喉に詰ま っ た物を 取り 除く ための方法（ 気道異物除去

法） も 一次救命処置に含ま れる 。  
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２ ． 家庭、 地域、 関係機関等と の連携・ 協働によ る 学校安全の推進 

（ １ ） 家庭、 地域と の連携・ 協働の推進   

登下校の見守り を はじ めと する 児童生徒等を 取り 巻く 学校安全上の課題に対し

て、 学校や教職員がその全てを 担う こ と は困難である 。 特に、 平素から の学校と 家

庭・ 地域と の関係づく り が非常時に児童生徒等の命や安全を 守る こ と につながる こ

と から も 、 家庭や地域と の連携・ 協働の推進が不可欠である 。  

ま た、「 子供の安全」 について、 学校と 児童生徒等・ 家庭・ 地域の関係者それぞ

れの役割を 確認する 場を 設ける こ と で、 例えば、地域ごと に実施さ れる 防災訓練に

おいて児童生徒等の役割が設定さ れ、児童生徒等が主体的に安全の確保に向けて取

り 組むこ と につながる など 、 学校と 地域の連携・ 協働と 学校安全の双方が推進さ れ

る こ と も 期待でき る も のである 。  

こ のため、学校は、例えば、地域学校安全委員会や学校警察連絡協議会等の設置・

活用や、 コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール（ 学校運営協議会制度） や地域学校協働活動16な

ど の学校と 地域の連携・ 協働の仕組みを 活用する こ と によ り 、 地域の関係者と の情

報共有や意見交換を日常的に行う こ と や、学校安全の観点を 組み入れた学校運営や

地域ぐ る みでの防犯・ 交通安全・ 防災等の取組を行う こ と が必要である 。  

国は、 コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール等の仕組みを 活用し た学校と 地域の連携・ 協働に

よ る 安全教育の充実が図ら れる よ う 、学校安全に関する 知識・ 経験を有する 地域人

材の育成を 支援する 。 ま た、 国は、 学校における 学校安全の取組の質の向上に向け

た専門的知見の更なる 活用を 推進する ため、地域の大学等の研究機関や専門機関と

連携し 、 各地域における 外部専門家の活用に関する モデル的な取組を 支援する 。  

ま た、 例えば、 学校での安全点検や児童生徒等の見守り 活動、 学校の所在する 自

治体における 通学路の交通安全の確保に関する 推進体制等においてＰ Ｔ Ａ 等の参

画を 推進する など 、 子供や保護者の視点から の取組を 推進する 。 国は、 子供の見守

り 活動等に参画する 地域の人材確保が課題と なっている 実情も 踏ま え、地域と 連携

し た学校安全の取組について情報収集や調査研究等を 行う こ と など を 通じ て、効率

的で継続が可能な取組について検討し 、 その普及を 図る 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 地域学校安全委員会やコ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール等の仕組みを 活用し て、 地域と

協働し て学校安全に取り 組んだ学校数 

・ 学校安全に関する PTA の参画状況（ 安全点検、 登下校時の見守り 活動等）  

 

（ ２ ） 関係機関と の連携によ る 安全対策の推進 

①通学時の安全対策の推進  

通学時（ 通園時を 含む） の安全は、 交通安全の観点、 犯罪被害防止と いう 生活安

 
16 地域学校協働活動と は、 幅広い地域住民等の参画を 得て、 地域全体で子供たちの学びや成長を支える と と も に、 学校を 核と

し た地域づく り を 目指し て、 地域と 学校が相互にパート ナーと し て連携・ 協働し て行う 様々な活動。  
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全の観点、 災害発生時の災害安全のそれぞれの観点から の対策が必要である 。  

通学路の交通安全の確保に向けた取組と し て、 文部科学省、 国土交通省、 警察庁

が連携し 、 教育委員会、 学校、 PTA、 警察、 道路管理者等における 、 地域ごと の通

学路の交通安全の確保に関する 基本的方針（ 通学路交通安全プロ グラ ム）の策定や、

それに基づく 取組を 継続し て行う ための関係者によ る 体制の構築等を 推進し てい

る 。  

通学中の児童生徒等が重篤な被害に遭う 交通事故の発生が続いている こ と から 、

令和３ 年に実施し た通学路における 合同点検の結果等を踏ま え、速度規制や登下校

時間帯に限っ た車両通行止め、通学路の変更、ス ク ールガード 等によ る 登下校時の

見守り 活動の実施等によ る ソ フ ト 面での対策に加え、歩道やガード レ ール、信号機、

横断歩道等の交通安全施設等の整備等によ る ハード 面での対策を 適切に組み合わ

せる など 、 地域の実情に応じ た効果的な対策を 関係機関が連携し て実施し 、児童生

徒等の安全な通行を確保する ための道路交通環境を 整備する 。 国は、こ れら の対策

状況のフ ォ ロ ーアッ プを 関係府省庁が連携し て実施する 。  

ま た、通学路に隣接する 家屋等の倒壊の危険性への対処など 、道路管理者や管轄

警察署と 連携し た対策では解決する こ と が困難な通学路の危険箇所が存在し てい

る こ と 等から 、 国は、 各地域の通学路の安全に係る 取組、 交通安全の確保に関する

推進体制や通学路交通安全プロ グラ ムの状況等について実態を 把握し 、効果的な事

例等について収集・ 周知する こ と 等によ り 、 各自治体における 関係機関が連携し た

取組の強化・ 活性化を 推進する 。  

こ れら の取組と と も に、発達段階に応じ て、児童生徒等が通学中の様々な状況に

対応する 力を 身に付ける こ と も 重要である 。 特に、 自転車利用時において児童生徒

等が事故の被害者にも 加害者にも なる こ と のないよ う 、自転車の安全利用の推進に

取り 組むこ と が必要である 。 国は、児童生徒等が通学時においても 自転車を安全に

利用する こ と や、自ら 危険を 予測し 、回避でき る 力を身に付ける こ と ができ る よ う 、

関係機関等の協力を得つつ、 効果的な安全教育の手法の普及を 図る 。  

防犯の観点から の通学時の子供の安全確保については、 国は、登下校防犯プラ ン
17に掲げる 各施策を 引き 続き 実施する 18。  

 

＜主要指標＞ 

・ 市町村通学路交通安全プロ グラ ムの策定状況 

・ 各市町村の通学路交通安全の確保に関する 推進体制における 取組状況 

 

②防犯対策における 取組 

近年増加傾向にある Ｓ Ｎ Ｓ に起因する 児童生徒等への被害への対策と し て、国は、

「 青少年が安全に安心し てイ ン タ ーネッ ト を 利用でき る 環境の整備等に関する 法
 

17 「 登下校防犯プラ ン 」（ 平成 30 年 6 月 22 日 登下校時の子供の安全確保に関する 関係閣僚会議決定）  
18 「 こ ども 政策の新たな推進体制に関する 基本方針～こ ど も ま んなか社会を目指すこ ど も 家庭庁の創設～」（ 令和３ 年 12 月 21

日閣議決定） においては、 令和５ 年度のでき る 限り 早い時期に「 こ ど も 家庭庁」 を創設し 、 同庁において内閣官房から の移

管を 受け、 登下校の安全や犯罪から こ ど も を 守る 取組を進める こ と と さ れている 。  
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律19」 及び「 青少年が安全に安心し てイ ンタ ーネッ ト を 利用でき る よ う にする ため

の施策に関する 基本的な計画（ 第５ 次）」 に基づき 、 関係府省庁が協力し ながら 、

平成 29 年法改正を 踏ま えたフ ィ ルタ リ ングの利用率向上のための取組の更なる 推

進、 青少年のイ ンタ ーネッ ト を適切に活用する 能力の向上促進、ペアレ ンタ ルコ ン

ト ロ ールによ る 対応の推進等、青少年のイ ンタ ーネッ ト 利用環境の整備に関する 施

策を 総合的に推進する 20。 ま た、 痴漢等の性被害対策については、 国は、 令和２ 年

６ 月に決定し た「 性犯罪・ 性暴力対策の強化の方針」 に基づき 、 学校における 被害

防止教育や関係機関と 連携し た広報啓発活動等を実施する こ と によ り 、性暴力の予

防啓発や周り から の声掛けの必要性等の啓発を 促進する と と も に、被害に関する 相

談先の周知を 図る など 、 被害の根絶に向けた取組を 促進する 。  

 

③災害発生時の避難所運営に係る 取組 

災害時において避難所の円滑な開設・ 運営21を 図る ためには、 避難所の運営主体

と なる 市町村の防災担当部局等と 避難所と し ての活用が予定さ れる 学校、地域の防

災組織（ 自主防災組織等） など と 平時から 連携を 深めておく こ と が不可欠である 。 

特に、 避難所の円滑な開設・ 運営に当たっては、 予め学校施設の避難所と し ての

利用方法を 決めておく こ と が重要である こ と から 、 地域の状況に応じ 、学校の教育

活動の再開・ 継続に支障のない範囲で、 要配慮者ス ペース の確保、 熱中症対策等を

図る ための体育館・ 特別教室・ 普通教室の利用、 避難者及び避難所の運営に資する

活動を 行う 者の校内通信環境の利用等について協議し 、共通認識を 構築する こ と が

望ま し い。  

市町村の防災担当部局は、 市町村立学校と は運営主体の異なる 国立・ 私立学校や

都道府県立学校と の連携が図ら れる よ う 留意する 。  

ま た、 特別支援学校は、 障害のある 児童生徒等と その家族の指定福祉避難所と な

り 、 直接の避難先と なり 得る こ と に留意が必要である 。  

国は、 学校における 取組状況を把握し た上で、 関係府省庁が連携し 、 災害発生時

の避難所の円滑な開設・ 運営が行われる よ う 必要な対策を 行う 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 地域住民の避難受入れ時の対応について地域の関係機関と 協議し ている 学校

の割合 

 

３ ． 学校における 安全に関する 教育の充実 

学校における 安全教育の目標は、日常生活全般における 安全確保のために必要な事

 
19 平成 20 年法律第 79 条 
20 「 こ ども 政策の新たな推進体制に関する 基本方針～こ ど も ま んなか社会を目指すこ ど も 家庭庁の創設～」（ 令和３ 年 12 月 21

日閣議決定） においては、 こ ど も 家庭庁が内閣府から の移管を 受け、 こ ど も が安全に安心し てイ ンタ ーネッ ト を 利用でき る

環境整備を担う こ と と さ れている 。  
21 大規模災害の発生時における 学校の教職員の第一義的な役割は、 児童生徒の安全確保と と も に、 児童生徒等の安否確認と 学

校教育活動の早期正常化に取り 組むこ と であり 、 避難所の運営については、 一義的には、 市町村の防災担当部局等が責任を

負う も のである 。（ 平成 29 年１ 月 20 日文部科学省初等中等教育局長通知）  
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項を実践的に理解し 、 自他の生命尊重を基盤と し て、 生涯を通じ て安全な生活を 送る

基礎を 培う と と も に、 進んで安全で安心な社会づく り に参加し 貢献でき る よ う な資

質・ 能力22を 育成する こ と を 目指すも のである 。  

各学校では、 新学習指導要領において重視し ている カリ キュ ラ ム・ マネジメ ント の

考え方を生かし ながら 、 児童生徒等や学校、 地域の実態及び児童生徒等の発達の段階

を 考慮し て、 学校の特色を 生かし た安全教育の目標や指導の重点を 設定し 、 教育課程

を 編成・ 実施し ていく こ と が重要であり 、 各学校において管理職や教職員の共通理解

を 図り ながら 、 安全教育を積極的に推進する べき である 。  

 

（ １ ） 安全教育に係る 時間の確保 

我が国は、 地震、 津波、 豪雨など によ る 自然災害の発生が国土の面積に比し て非

常に多く 、 いつど こ で暮ら し ていても 自然災害に遭う 可能性がある 。一度発生すれ

ば甚大な被害を 被る 自然災害から 命を 守る ための安全教育の重要性について学校

関係者は改めて認識を 強く 持つべき である 。  

安全教育においては、児童生徒等がいかなる 状況下でも 自ら の命を 守り 抜き 、安

全で安心な生活や社会を実現する ために主体的に行動する 態度を育成する こ と や、

東日本大震災の教訓も 踏ま え、児童生徒等が危険を 予測し 、回避する 能力を育成す

る こ と が重要である 。 学校における 安全教育のための時間の確保については、 その

必要性が第１ 次計画の策定時から 指摘さ れている と こ ろであり 、 地域によ っ ては、

安全教育に取り 組む時間数を 設定する こ と を 推進する 取組も 見ら れている 。  

国は、学習指導要領の下、各学校における 安全教育が保健体育を はじ め関連する

教科等で体系的に実施さ れ、 その指導の充実が図ら れる よ う 、 好事例を 周知する こ

と や「 学校安全の推進に関する 計画に係る 取組状況調査」 において実施状況等を定

期的に把握し 、公表し ていく こ と によ り 、各学校が学校安全計画に安全教育を 取り

扱う 時間を 適切に位置付け、 年間の指導時間の確保に取り 組むこ と を 推進する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 学校安全計画に位置付けて計画的に行われる 、 安全教育の指導時間の状況 

 

（ ２ ） 地域の災害リ ス ク を踏ま えた実践的な防災教育の充実  

（ 防災教育の重要性・ 必要性）  

甚大な被害をも たら し た東日本大震災から 10 年余り が経過し 、 震災の記憶が風

化し 取組の優先順位が低下する こ と が危惧さ れている 。日本国内は、いかなる 場所

においても 大き な地震が起こ り 得る も のであり 、予期せぬ地震の発生に対する 備え

 
22「 学校安全資料 「 生き る 力」 をはぐ く む学校での安全教育」 27 頁参照。 具体的には、 ①様々な自然災害や事件・ 事故等の

危険性、 安全で安心な社会づく り の意義を理解し 、 安全な生活を 実現する ために必要な知識や技能を身に付けている こ と 。

（ 知識・ 技能）、 ②自ら の安全の状況を 適切に評価する と と も に、 必要な情報を 収集し 、 安全な生活を 実現する ために何が必

要かを 考え、 適切に意思決定し 、 行動する ために必要な力を 身に付けている こ と （ 思考力・ 判断力・ 表現力等）、 ③安全に関

する 様々な課題に関心を も ち、 主体的に自他の安全な生活を 実現し よ う と し たり 、 安全で安心な社会づく り に貢献し よ う と

し たり する 態度を 身に付けている こ と （ 学びに向かう 力・ 人間性等）。  
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は、 学校の所在地に関わら ず取組を 進める 必要がある 。  

ま た、首都直下地震や南海ト ラ フ 地震など の大規模災害の発生が懸念さ れている

だけでなく 、 近年は気候変動等の影響も 受けた、 豪雨、 台風によ る 河川の氾濫、 土

砂崩れなど の気象災害の激甚化・ 頻発化、さ ら には火山災害など が懸念さ れている 。

各自治体においては、 地域の災害リ ス ク を踏ま え、 ハザード マッ プを適時適切に見

直すこ と が重要である 。学校においては、こ れら の最新のハザード マッ プなど も 活

用し た事前防災の体制強化及び実践的な防災教育の推進が喫緊の課題と し て求め

ら れている 。  

防災教育は、単に生命を 守る 技術の教育と し て狭く 捉える のではなく 、 ど のよ う

な児童生徒等の資質・ 能力を育みたいのかと いう 視点から「 防災を通し た教育」 と

広く 捉える こ と も 必要である 。防災教育には、災害時に自分と 周囲の人の命を 守る

こ と ができ る よ う になる と いう 効果と と も に、 児童生徒等の主体性や社会性、 郷土

愛や地域を 担う 意識を 育む効果や、地域と 学校が連携し て防災教育に取り 組むこ と

を通じ て大人が心を動かさ れ、地域の防災力を 高める 効果も 期待さ れる 。 自然災害

に関する 教育を 行う 際には、 自然がも たら す恩恵など について触れる こ と によ り 、

児童生徒等が自身の暮ら す地域に対する 理解を 深める こ と ができ る よ う にする こ

と への配慮も 必要である 。  

新学習指導要領において「 社会に開かれた教育課程」 の実現を 図る 23こ と と さ れ

る 中、 防災教育についても 、地域の防災リ ーダーなど の資格者やボラ ンティ アなど

の人材、公民館における 防災講座など も 教育資源と し て活用する こ と が重要である 。

消防署と 学校の連携のみなら ず、 地域に密着し て「 共助」 の役割を 担っ ている 消防

団、 自主防災組織、 自治会やま ちづく り 組織等の地域コ ミ ュ ニティ の活動と 、 学校

における 防災教育を関連付ける こ と や、 防災・ 減災に専門性を 持つ大学・ N PO 等

が学校における 避難訓練をはじ めと する 防災教育に参画する など 、地域の実情に応

じ た防災教育を進める こ と も 重要である 。  

ま た、 避難訓練については、 例えば、 大地震の発生を想定し た訓練では、 余震等

を伴う こ と を 訓練で再現し ている か、高確率で停電が発生する こ と を想定し て校内

放送を 使用し ない訓練を 行っ ている か、悪天候時や揺れの渦中など 校庭に集合する

こ と が合理的ではない場合を 想定し て訓練を 行っている かなど 、学校現場における

訓練が現実的なも のと なっていないこ と が指摘さ れている 。災害の発生が学校の教

育活動中ではない場合も 想定し 、児童生徒等が様々な場所にいる 場合にも 自ら の判

断で安全に対処でき る 力を身に付けら れる よ う にする ため、児童生徒等が安全教育

で身に付けた力を 発揮し 行動する 場と し て避難訓練を 位置付け、訓練を 通し て児童

生徒等が自ら の行動を 振り 返り 課題を 見付け改善を 図る 課題解決の学習の流れと

なる よ う 意図的計画的に実施し 、よ り 実効性のある 訓練になる よ う 見直し を図る 必

要がある 。  

 
23 よ り よ い学校教育を 通し てよ り よ い社会を 創る と いう 理念を 学校と 社会と が共有し 、 ど のよ う な資質・ 能力を 身に付けら れ

る よ う にする のかを 明確にし ながら 、 学校教育を学校内に閉じ ず、 地域の人的・ 物的資源も 活用し 、 社会と の連携及び協働

によ り その実現を 図る こ と 。  



 

14 
 

さ ら に、 防災分野における デジタ ルを 活用し た取組が進めら れており 、 こ れま で

以上に専門機関や関係機関の知見を活かし た防災教育を 進めら れる 可能性がある 。 

 

（ 防災教育に係る 取組）  

国は、全国全ての学校で地域の災害リ ス ク や正常性バイ アス 等の必要な知識を 教

える 実践的な防災教育や実践的な避難訓練を 実施でき る よ う 、発達段階を 考慮し た

防災教育の手引き を新たに作成し 周知する 。  

ま た、国は、 防災科学技術研究所を はじ めと する 専門機関や関係機関の保有する

知見や研究成果を 活用し 、学校現場で活用し やすい教材やデータ 等を 作成し 、 その

普及を 図る と と も に、 特に幼児期から の防災教育については、 家庭に向けた情報伝

達・ 啓発を 行う ためのひな形も 含めて幼児向けの教材を 作成し 、保護者及び幼児に

対する 防災教育の充実を 図る 。  

さ ら に、 学校設置者や専門機関と 協力し て、避難訓練の実施に当たっ ての注意点

や想定すべき 事項を整理し 、 震災等の想定時刻や想定場所を 限ら ない訓練や余震・

停電を 想定し た訓練など 、学校における 実践的な避難訓練の実施を 推進する と と も

に、緊急地震速報受信シス テムや遠距離でも 使用でき る ト ラ ンシーバーなど 災害発

生時を 想定し た環境整備に努める 。  

国は、実践的な避難訓練の実施状況や見直し の状況を はじ めと する 全国の学校の

防災教育に関する 実施内容を 定期的かつ具体的に調査し 、 主要な指標を設定し 、そ

の状況を公表する 。  

地方公共団体は、地域の災害リ ス ク を 踏ま え、教育委員会や学校と 連携し ながら 、

児童生徒等が将来の地域防災力の担い手と なる よ う 、消防団員、自主防災組織員等

によ る 講演や体験学習、 防災訓練等の防災教育を推進する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 実践的な避難訓練の実施（ 余震の想定、 停電時や悪天候の想定など ）  

・ 地域の災害リ ス ク や災害の種類（ 地震、 津波、 風水害、 土砂災害、 雪害、 火山

災害等） に応じ た安全教育の実施 

・ 地域住民と の協働によ る 防災教育・ 避難訓練の実施（ 消防団と の連携、 避難所

設営訓練など ）  

  

（ ３ ） 学校における 教育手法の改善  

各学校においては、 児童生徒等や学校、地域の実態及び児童生徒等の発達の段階

を考慮し て、学校の特色を 生かし た目標や指導の重点を 計画し 、教科等横断的な視

点で関連性を 持たせながら 教育課程を編成・ 実施する こ と が重要である 。  

新学習指導要領において「 社会に開かれた教育課程」 の実現を図る こ と と さ れる

中、 安全教育を 進める に当たっては、 地域学校安全委員会や学校警察連絡協議会等

の設置・ 活用、 コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール（ 学校運営協議会制度） や地域学校協働活

動など の学校と 地域の連携・ 協働の仕組みの活用、 民間企業・ 団体等が提供する 教
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育プロ グラ ムの活用など 、 様々な教育資源を 活用する こ と が重要である 。  

国は、モデル事業等を通じ 、主体的に行動する 態度や危険を 予測し 回避する 能力

を育成する こ と や、安全で安心な社会づく り に貢献する 意識を 高める こ と を目指し

た教育手法（ 例えば、 ロ ールプレ イ ングの導入、 安全マッ プの作成、 児童生徒等が

参加する 安全点検など ） の開発・ 普及を 行う こ と によ り 、 各学校や地方公共団体に

おける 取組を 促す。 ま た、 主体的に行動する 態度や共助・ 公助の視点を 踏ま えた安

全教育が学校現場で円滑に導入さ れる よ う 、安全教育に関する 効果的なカリ キュ ラ

ムや評価手法の開発を 行い、 指導についての教師用参考資料を 作成する 。 その際、

モデル事業を 含む最新の研究成果を 活かすと と も に、十分な利用が図ら れる よ う 積

極的な情報提供に努める 。  

安全教育を 効果的に実施する ためには、体験活動を通じ た学びやデジタ ル技術を

活用し た学びが有効である と 考えら れる 。 こ のため、 国は、 発達の段階に応じ て、

被災地を 含めた様々なボラ ン ティ ア活動など の体験活動やデジタ ル技術を 活用し

た学びによ る 安全教育の推進を図る 。ま た、児童生徒等が楽し く 前向き に取り 組め

る よ う な魅力的な授業事例、教職員が活用し やすいコ ンパク ト な授業事例の共有や

その推進を 図る 。  

先進的な取組の支援を 行う 際には、成果が特定の学校や地域にと ど ま る こ と のな

いよ う 、 得ら れた知見を広く 共有・ 普及し 、 全国における 安全教育の質的向上につ

なげる 仕組みを構築する こ と に留意する 。  

各学校は、国や自治体等が提供する 教材や授業展開例を 参考に、 効果的な安全教

育に取り 組む。  

ま た、 安全教育についてはその効果の検証も 重要であり 、 国は、 安全教育の評価

の在り 方について検討を 進める 。  

 

＜主要指標＞ 

・ デジタ ル技術を 活用し た安全教育の実施状況 

 

（ ４ ） 幼児期、 特別支援学校における 安全教育の好事例等の収集・ 発信 

遊びや生活を 通し た総合的な指導を 行う 幼稚園等において安全教育を 推進する

こ と は、幼児自ら が命を守る 行動を取れる よ う になる 点や、保護者の理解や協力が

得ら れやすい点、小学校以降の安全教育の取組に関する 質の向上につなげら れる 点

から も 重要である こ と から 、幼児期から 発達段階に応じ た安全教育の取組の充実を

図る 。 国は、 関係府省庁が連携し 、 幼児期における 安全教育の取組の好事例等の収

集と 情報発信を実施する 。  

ま た、特別支援学校における 障害がある 児童生徒等への安全教育を 推進・ 発信す

る こ と は、特別支援学級等での安全教育の推進にも つながる と 考えら れる こ と から 、

国は、特別支援学校における 安全教育の取組の好事例等の収集と 情報発信を実施す

る 。  
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（ ５ ） 現代的課題への対応 

中央教育審議会答申24においては、 現代的な諸課題に対応し て求めら れる 資質・

能力の一つと し て安全に関する 力を 掲げており 、学校安全の３ 領域に関する 教育に

ついては教科等横断的に実施さ れる こ と が必要と さ れている 。  

学校安全の３ 領域に関する 従来の学習内容に加えて、 児童生徒等が被害に遭う

SN S に起因する 犯罪や、 性犯罪・ 性暴力への対策については、 現代的な課題と し

て、 安全教育の中で柔軟に扱う こ と も 重要である 。  

特に、 性犯罪・ 性暴力対策については、 令和２ 年６ 月に決定し た「 性犯罪・ 性暴

力対策の強化の方針」 に基づき 、 児童生徒等が巻き 込ま れる 性犯罪・ 性暴力の根絶

に向けた取組等を 推進し ている と こ ろである が、さ ら に、教育職員等によ る 児童生

徒性暴力等の防止等に関する 法律25の成立によ り 、 国、 地方公共団体、 学校の設置

者、 学校、 教育職員等その他の関係者において、 児童生徒等に対する 啓発を 含め、

児童生徒性暴力等の防止等に関する 施策を実施する こ と が定めら れた。こ れら の趣

旨も 踏ま え、 国は、 児童生徒等が生命を 大切にする と と も に性犯罪・ 性暴力の加害

者、 被害者、 傍観者になら ないための「 生命（ いのち） の安全教育」 の一層の推進

を図る こ と と する 。 その際、 特別支援学校等については、 児童生徒等の個々の障害

の特性や程度等に応じ 、 適切な対応を図る 。  

こ う し た現代的課題への対応に関する 指導内容や指導計画については、各学校に

おいて、関連する 教科等における 指導内容と の関連を意識し ながら 学校安全計画に

位置付ける こ と を 推奨し 、 児童生徒等に必要な知識等を身に付けさ せる 。  

ま た、新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策と マス ク の着用によ る 熱中症リ ス ク に関す

る 安全対策と の両立と いう 課題も 生じ たと こ ろである 。 各学校において、「 学校に

おける 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症に関する 衛生管理マニュ アル」、「 学校における 熱

中症対策ガイ ド ラ イ ン作成の手引き 」 等を踏ま え、 熱中症予防の観点から のマス ク

着用に関する 考え方について、 一層の周知を 図る 。  

さ ら に、 弾道ミ サイ ル発射等の国民保護に関する 事案に対し 、適切な情報伝達の

仕組みなど の体制整備や、安全確保のための適切な避難行動が図ら れる よ う 、 学校

の危機管理マニュ アルの見直し や状況に合わせた避難訓練の重要性について、一層

の周知を図る 。  

なお、 GI GA ス ク ール構想の実現に当たっ ては、 児童生徒等に I D・ パス ワ ード

の適切な管理について指導する など 、こ れま で以上に情報モラ ルやサイ バーセキュ

リ ティ に関する 教育を 充実さ せる こ と が重要である こ と から 、 国は、学校と サイ バ

ー防犯に係る ボラ ンティ ア等と の連携も 図れる よ う 、サイ バーセキュ リ ティ に関す

る 注意事項の啓発等に取り 組む。  

 

＜主要指標＞ 

 
24 幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（ 答申）（ 平成 28

年 12 月 21 日）  
25 令和３ 年法律第 57 号 
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・ Ｓ Ｎ Ｓ に関する 安全教育の実施状況 

・ 性犯罪・ 性暴力の防止のための「 生命（ いのち） の安全教育」 の実施状況 

・ Ｓ Ｎ Ｓ に関する 安全教育や「 生命（ いのち） の安全教育」 の学校安全計画への

位置付け  

 

４ ． 学校における 安全管理の取組の充実 

（ １ ） 学校における 安全点検 

①学校における 安全点検に関する 手法の改善 

学校の施設・ 設備など の安全点検については、学校保健安全法施行規則において、

毎学期１ 回以上、児童生徒等が通常使用する 施設及び設備の異常の有無について系

統的に行わなければなら ないと さ れている 26。 各学校においては、 こ の定期点検に

加え、 児童生徒等が過ごす安全な環境の確保を 図る ため、教職員の目視等によ る 日

常的な点検が行われている 27。  

一方、児童生徒等の安全の確保を図る 上で支障と なる 不具合を判断する 具体的な

基準など 、安全点検に関する 標準が明確ではない点も 指摘さ れている と こ ろであり 、

今後、 学校における 施設・ 設備の定期点検に関する 標準的な手法について検討が行

われる こ と が必要である 。 ま た、 国立教育政策研究所によ る 調査から は、 教職員と

比較し て児童生徒の方が日常的な事故等に対し 危険を 感じ る 度合いが高いこ と が

示さ れており 、安全点検に子供の視点を 加える こ と で、 事故の要因に対する 気付き

や学校内での問題意識の共有を推進する こ と ができ る 。  

国は、子供の視点を 加えた安全点検を 推進する と と も に、学校管理下で発生し た

死亡事故や重大事故から 得ら れた情報を 基に、 類似の事故の発生を 防ぐ ため、 学校

向けの定期点検要領の作成について、第３ 次計画期間中の可能な限り 早期に検討し 、

その普及を 図る 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 児童生徒が安全点検に参加する 活動を 行っている 学校数 

 

②学校設置者によ る 点検・ 対策の実施 

学校保健安全法においては、学校環境の安全の確保について、校長によ る 改善措

置や、 学校設置者に対する 申し 出を 行う こ と が定めら れている 28。 近年、 学校施設

の老朽化が進む中、老朽化に起因する 安全面の不具合が増加し 、重大な事故が断続

的に発生し ている が、 施設・ 設備の点検については、 校長・ 教職員によ る 日常的な

点検では専門的な視点から の判断は困難である 。 ま た、 災害時においても 、 発災直

後の施設の安全点検等が迅速かつ適切に行われる こ と が必要である 。  

こ のため、 学校設置者は、 専門家と の連携など 施設・ 設備の点検に関する 実施体

 
26 学校保健安全法施行規則第 28 条第１ 項 
27 学校保健安全法施行規則第 29 条 
28 学校保健安全法第 28 条 
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制の構築を 検討する こ と が重要である 。 具体的には、 学校の施設・ 設備の設置状況

や児童生徒等の多様な行動を 考慮の上、専門的な点検を 実施し て不具合を 早期に発

見し 、 適切な維持管理を実施する こ と によ り 、 事故を 未然に防いでいく ため、 技術

職員が在籍する 首長部局と の連携や民間委託等によ り 安全点検の実施体制の強化

に努める と と も に、校長から の申し 出や専門的な点検によ り 把握し た不具合を でき

る 限り 早期に解決する よ う 努める 。  

さ ら に、 国は、 学校施設・ 設備に関する 専門的な視点から の安全点検の実施体制

について、 実態を 把握し 、 必要な取組を 強化する 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 専門的な視点から 、 学校における 具体的な安全点検の方法、 体制を 構築し てい

る 学校設置者数 

 

（ ２ ） 施設・ 設備の安全性の確保のための整備 

学校施設は、 児童生徒等が一日の大半を過ごす学習・ 生活の場である と と も に、

地域のコ ミ ュ ニティ の拠点であり 、非常災害時には地域住民の避難所等と も なる こ

と から 、 その安全性の確保は極めて重要である 。  

公立小中学校施設の約８ 割が築 25 年以上であり 、 安全面・ 機能面の不具合が発

生する など 、 老朽化対策は喫緊の課題である 。 こ のため、 学校設置者は、 学校施設

の長寿命化計画（ 個別施設計画） を 踏ま え、 長寿命化改修を 中心と し た計画的な整

備を 図る 。 その際、 学校と 地域が連携し た地域ぐ る みの学校安全・ 防災等の観点か

ら 、 学校施設と 他の公共施設と の複合化・ 集約化を 併せて検討する こ と が求めら れ

る 。 ま た、 国立学校等施設についても 、 約６ 割が築 25 年以上と 老朽化が進行し て

いる ため、 公立学校と 同様に老朽化対策を推進する 。  

国は、学校設置者によ る 学校施設の老朽化対策が計画的に実施さ れる よ う 、 長寿

命改修や複合化・ 集約化に係る 事例集や手引書等の作成・ 普及に努める と と も に、

国庫補助を 行う ために必要な予算額を確保し 、 学校設置者を支援する 。  

国立及び公立学校施設における 構造体の耐震化や体育館等の吊り 天井の落下防

止対策はおおむね完了し ている が、吊り 天井以外の非構造部材の耐震対策は未だ十

分に進んでいない。 国及び学校設置者は、 児童生徒等の生命を 守り 、 安全・ 安心な

教育環境を 実現する ため、吊り 天井以外の非構造部材の耐震対策を 引き 続き 推進す

る 。  

私立学校についても 、 引き 続き 、 構造体の耐震化、 吊り 天井の落下防止対策等を

推進する 。  

将来の発生が懸念さ れる 南海ト ラ フ 巨大地震等に備えた津波対策や、地域の流域

治水の取組も 踏ま えつつ、 近年、 激甚化・ 頻発化する 台風や豪雨等に対応し た水害

対策が必要である 。学校施設は、災害時において、児童生徒等の安全確保と と も に、

地域住民の避難所と し ての役割も 担う こ と から 、障害の有無等にかかわら ず誰も が

安全かつ快適に過ごせる よ う 、 国及び学校設置者は、 職員室、 特別教室や体育館の
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空調、 洋式ト イ レ 、 バリ アフ リ ー化29、 自家発電設備等の防災機能の整備を推進す

る 。 ま た、 こ れら を 学校における 避難訓練など 実践的な防災教育に活かし ていく こ

と も 重要である 。  

学校設置者においては、学校施設の安全確保に取り 組むに当たり 、技術的ノ ウ ハ

ウ の不足等の課題も 抱えている 。 こ のため、 国は、 首長部局と の連携によ る 体制強

化や民間委託等によ る 整備の事例・ 手法等を 蓄積し 発信する と と も に、専門家によ

る 専門的・ 技術的な相談体制を構築する こ と が必要である 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 学校施設における 老朽化対策実施率（ 公立・ 国立）  

・ 学校施設における 非構造部材の耐震対策実施率（ 公立・ 国立）  

・ 学校施設における 構造体の耐震化率（ 私立）  

 

（ ３ ） 重大事故の予防のためのヒ ヤリ ハッ ト 事例の活用 

過去に発生し た事件・ 事故や災害はも と よ り 、重大な事故等に至ら なかったも の

のその可能性があったと 考えら れる 事例も 教訓と し て、類似の事故等の再発を 防ぐ

こ と は重要である 。 事故等の再発防止には、 他の事例から 学び、 それを 未然に防ご

う と する 関係者の意識や具体的な行動が伴わなければなら ない。  

学校設置者及び学校管理職は、 子供の視点や意見も 踏ま えつつ、 学校管理下にお

ける 重大事故につながり 得る ヒ ヤリ ハッ ト 事例を 次の活動に活かすために情報共

有する こ と や、他校で起き た事例は自校でも 起き 得る こ と を 想定し 校内研修を 進め

る 機会を作り 、 事故の発生を未然に防ぐ よ う 努める 。 ま た、 各学校において、 こ う

し た事故等の防止に必要な活動が、学校安全計画や危機管理マニュ アルに記載さ れ、

計画的に研修・ 訓練が実施さ れている か、各学校設置者が定期的に確認する 。国は、

こ れら の取組を推進する ため、学校設置者や学校が学校安全計画や危機管理マニュ

アルを 適切に見直すために必要な指導資料の作成・ 普及を 行う 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 重大事故の予防のためのヒ ヤリ ハッ ト 事例に関する 校内での定期共有の状況 

 

（ ４ ） 学校管理下において発生し た事故等の検証と 再発防止等 

学校の管理下において事件・ 事故が発生し た際、 学校及び学校設置者には児童生

徒等の生命と 健康を最優先に迅速かつ適切な対応を 行う と と も に、発生原因の究明

やこ れま での安全対策の検証、児童生徒等に対する 心のケアや保護者への十分な説

明、 再発防止の取組など 様々な取組が求めら れる 。 こ のため、 国は平成 28 年３ 月

に「 学校事故対応に関する 指針」（ 以下、「 事故対応指針」 と いう 。） を作成し 、 事

 
29 「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 法律（ 平成 18 年法律第 91 号）」（ バリ アフリ ー法） の改正（ 令和３

年４ 月施行） によ り 、 建築物移動等円滑化基準の適合義務の対象と なる 特別特定建築物に公立の小中学校等が新たに位置づ

けら れる と と も に、 既存の当該建築物についても 同基準への適合の努力義務が課せら れた。  



 

20 
 

案発生後に学校が主体と なっ て行う 調査や必要な場合に学校設置者が外部専門家

の参画を得て行う 詳細な調査に関する こ と を 含め、再発防止や発生後の対応の指針

を示し ている 。 国においては、 事故対応指針に沿っ た対応と し て、 詳細な調査が行

われた場合の報告書の提出を 求め、 事故情報の蓄積や学校・ 学校設置者・ 都道府県

等の担当部署への周知を 行っ ている 。  

し かし ながら 、事故等の発生後の被害者及びその家族への配慮し た支援が十分に

取ら れていないと 考えら れる 事案や、児童生徒の死亡事故に関する 国への報告がな

さ れていない事案も 見ら れる こ と など 、事故対応指針の作成当初に想定し ていた取

組が進んでいない状況にある 。  

こ のため、事故対応指針に沿っ た児童生徒の死亡事故等の発生に関する 国への報

告について、引き 続き 徹底を 求める と と も に、学校管理下において発生し た事故等

の検証や再発防止に関する 実効性を 高める ため、事故対応指針の内容の改訂その他

の必要な措置について、 早期に検討を開始する 。  

 

５ ． 学校安全の推進方策に関する 横断的な事項等 

（ １ ） 学校安全に係る 情報の見える 化、 共有、 活用の推進 

①学校安全に係る 調査の実施及びモデル事業等の成果の周知 

国は、第３ 次計画において学校・ 学校設置者が推進する と さ れた事項については、

定期的に実施する「 学校安全の推進に関する 計画に係る 取組状況調査」 において実

施状況等を 把握し 、 分かり やすい形でその結果を公表する 。  

ま た、 国は、 第３ 次計画において推進すべき と さ れた事項について、 モデル事業

や調査研究事業等と し て重点的に取り 組み、その成果や事例を 分かり やすい形で周

知する 。  

 

②学校現場における 事故情報等の効果的な活用の推進 

国は、学校管理下の事故等に関する 情報発信を強化する と と も に、的確なタ イ ミ

ングで事故情報等を学校設置者及び学校と 共有し 、実際の学校現場における 効果的

な活用を推進する 。  

具体的には、 日本ス ポーツ 振興センタ ーに蓄積さ れている 災害共済給付30に関す

る データ 等について、 関係府省庁間での共有を 図る と と も に、 教科や場面に応じ た

分かり やすい啓発資料の周知、 情報共有、 効果的な活用を 図る 。  

 

③設置主体に関わら ない取組の推進 

児童生徒等の安全を 守る こ と は学校教育の大前提であり 、設置主体の違いによ り

必要な情報や取組に差があっ てはなら ないが、教育委員会が主催する 教職員向けの

研修等の多く は公立学校の教職員を 対象と し ている こ と から 、 国立・ 私立学校の場

合、 公立学校と 比べ、学校安全に関する 研修等に関する 情報や機会が少ないこ と が

 
30 「 こ ども 政策の新たな推進体制に関する 基本方針～こ ど も ま んなか社会を目指すこ ど も 家庭庁の創設～」（ 令和３ 年 12 月 21

日閣議決定） においては、 こ ど も 家庭庁が文部科学省から の移管を受け、 災害共済給付を 担う こ と と さ れている 。  
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懸念さ れる 。  

こ のため、 国は、 設置主体の別を 問わず、 全ての学校へ適切な情報や研修の機会

が実質的に十分に行き わたる よ う 、各教育委員会や国立・ 私立の関係団体の協力を

得る など 連携を一層強化する 。  

 

（ ２ ） 科学的なアプロ ーチによ る 事故予防に関する 取組の推進 

国は、 学校事故の減少に向けて、 学校現場で得ら れる 情報・ データ を 科学的に分

析し 、 学校現場における 対策の試行・ 効果検証ま でを一体的に行う 調査研究を 実施

する など 、 AI やデジタ ル技術を 活用し た、 科学的なアプロ ーチによ る 事故予防に

関する 取組を 推進する 。  

 

（ ３ ） 学校安全を 意識化する 機会の設定の推進 

国は、 学校安全の意識を 高める ための活動と し て、 例えば、 毎月の学校における

「 学校安全の日」 の設定や、 国民安全の日（ ７ 月１ 日） 31、 防災の日（ ９ 月１ 日）

や防災週間など 安全に関連する 広報・ 啓発の機会を 捉えて、教職員や地域と と も に

学校安全の推進を 意識化する 取組を 推進する 。 各学校の「 学校安全の日」 の設定に

おいては、それぞれの地域の地理的及び歴史的特性や災害リ ス ク など 地域の実情を

踏ま えた設定を推進する 。 ま た、 国、 地方教育行政、 学校設置者、 日本ス ポーツ 振

興センタ ーの協働によ る 優れた取組の普及を 図る ため、学校安全に関する 情報発信

を毎年、 定期的・ 継続的に行う 。  

 

＜主要指標＞ 

・ 各学校における 、 定期的な「 安全の日」 等の設定状況 

 

（ ４ ） 学校における デジタ ル化の進展と サイ バーセキュ リ ティ の確保 

学校における デジタ ル化の進展が期待さ れる 一方、大き な社会問題と なっている

ラ ンサムウ ェ アによ る 恐喝被害が学校においても 確認さ れる など 、学校における サ

イ バーセキュ リ ティ の確保は喫緊の課題と なっ ている 。こ う し た課題に適切に対処

する ため、 国は、 警察等の関係機関と 連携し ながら 、 教育委員会における 教職員に

対する サイ バーセキュ リ ティ に関する 研修の充実を 促進する 。  

 

（ ５ ） 学校安全に関する 施策のフ ォ ロ ーアッ プ 

国は、第３ 次計画に基づく 施策の進捗状況について毎年度フ ォ ロ ーアッ プを 行い

公表する と と も に、 計画期間中における 成果や課題、 情勢の変化等を 踏ま え、 必要

に応じ て計画の見直し を 行う 。  

 
31 昭和 35 年５ 月、 国民各界の一致し た要望の下、 産業安全、 交通安全、 火災予防、 学校安全、 海難防止等を 一丸と し た安全

運動の連携と 、 こ れら 安全運動の共通の基盤と なる 安全意識の高揚、 安全水準向上のための国民運動展開のため創設。  


